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平成２７年黒石市教育委員会第２回臨時会会議録 

 

日時及び場所 平成２７年３月１７日（火）午後４時３０分 黒石市産業会館３階会議室 

 

会議出席委員 委員長  村 上 良 子 

 １ 番  阿 保 淳 士（教育長） 

 ２ 番  津 軽 承 公 

 ３ 番  千 葉 小夜子 

 ４ 番  駒 井 順 一 

会議欠席委員 なし 

 

説明のために出席した者の職氏名 

 教育部長  奈良岡 和 保 

 指導課課長  宮 崎 晃 一 

 学校教育課長  山 谷 博 文 

 社会教育課長  駒 井 昭 雄 

 文化課長    成 田 秀 範 

 学校教育課長補佐  西 塚   啓 

 学校教育課主幹  中 田 智 子（書記） 

 

会議に付した案件 

第１ 会期の決定 

第２ 会議録署名委員の指名 

第３ 委員長の選挙 

第４ 議案第１４号 黒石市立小・中学校の通学区域に関する規則の一部改正について 

 

 

 

会 議 の 顛 末 

 

開会宣告（午後４時３０分） 

 

第１ 会議録署名委員の指名 

 

村上委員が「津軽承公委員」と「駒井順一委員」を指名する。 

 

 

第２ 会期の決定 

 

平成２７年３月１７日の１日とすることで委員全員異議なく決定する。 

 

 

第３ 委員長の選挙 
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教育部長が委員長の任期（H27.3.18-H28.3.17）及び選挙の方法について説明する。 

選挙方法を指名推せんとし、教育長である阿保淳士委員が村上良子委員を委員長に推せんし、全員

一致で当選する。 

 

第４ 議案第１４号 黒石市立小・中学校の通学区域に関する規則の一部改正について 

 

教育部長が資料に基づき説明し、審議に入る。 

 

駒井委員 そもそも何故このようにところどころ残ったという事になったのでしょうか。それが

疑問に思います。 

学校教育課長 まず、大きな問題点としては、地番の分筆と指定の仕方があります。分筆すると

枝番がついてその部分が対象にならなかったということです。あと、以前から要請があて

追加、追加という形もありました。 

村上委員長 この後、同じような問題が出るという可能性はどうでしょうか。 

教育部長 地区内町内単位で要望があれば柔軟に対応するということでは、今回もここに住んで

いる新たに分譲して家を建てた人たちが、町内会の方と相談して、こうした動きがあった

ので対応していくという考えです。 

千葉委員 学校の統合問題があり、牡丹平小学校から東小学校へという動きもあるので、今のと

ころは、これも住民の方々、地区の方々の１つの考えかなと思います。 

 

以上、全員異議なく、原案を可決する。 

 

 

閉会宣告（午後４時４５分） 
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 黒石市教育委員会会議規則（平成２５年黒石市教育委員会規則第１号。以下「規則」と

いう。）第１８条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係規則の整備に関する規則（平成２７年黒石市教育委員会規則第３号。以下

「整備規則」という。）附則第４項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備

規則第５条の規定による改正前の黒石市教育委員会会議規則（以下「旧規則」という。）

第２１条の規定に基づき作成した平成２７年黒石市教育委員会第２回臨時会の会議録につ

いて、旧規則第２２条の規定による承認を受けたので、旧規則第２３条の規定に基づき、

ここに署名する。 

 

 

平成２７年４月２７日 

 

 

黒石市教育委員    （津 軽 承 公）   

 

 

黒石市教育委員    （駒 井 順 一）   

 

 


